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１  休日 保育 の制度 概要        ２ペー ジ  

 (1) 休日 保育 実施日  

 (2) 開園 時間  

 (3) 休日 保育 実施施 設  

 

２  休日 保育 利用に 当たって の利 用者の 手続き     ２ペー ジ  

 (1) 堺市 への 手続き  

 (2) 休日 保育 の利用 を希望す る施 設への 利用前の 登録 手続き  

 (3) 各休 日保 育利用 日の利用 手続 き  

 

３  平日 園に おける 確認        ４ペー ジ  

 (1) 登録 の確 認  

 (2) 利用 日の 確認  

 

４  休日 保育 Ｑ＆Ａ        １０ペー ジ  

 (1) 手続 きの 変更に ついて  

 (2) 休日 保育 の必要 性につい て  

 (3) 利用 日の 確認に ついて  

 (4) その 他  

 

５  制度 につ いての 問合せ先       １３ペー ジ  

 

参考  利 用者 向け休 日保育利 用の ご案内  

 ・  新 規認定 こども 向け  

・  継続利用 こど も向け  
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  堺市 から 休日保 育の必要 性が 認定さ れた こど もに ついて 、認定さ れた 保育の

必要量の 範囲 内で休 日保育を 利用 する場 合におい ては 、 別途 、休日保 育の 利用

料を支払 うこ となく 、休日保 育を 利用す ることが でき ます。  

 

 １  休 日保 育実施 日  

   日 曜日 、祝日 、年末年 始（ １月１ 日から３ 日ま でを除 きます。）  

  ※  上記 日程で あっても 、各 休日保 育実施施 設に おいて 、行事、 年末 年始の

設定日等 によ り、休 日となら ない 日があ ります。  

 

 ２  開 園時 間  

   各 休日 保育実 施施設に よっ て異な ります。  

 

 ３  休 日保 育実施 施設  

 
 

 

※  定員 は、 その日 に利用す る こ どもの 年齢構成 によ り変動 します 。  

 

 

 

 

電話番号

072-227-2907

072-221-7030

072-278-8055

072-281-0888

072-247-4730

072-289-1100

072-271-5161

072-27９-6677

072-275-7777

南区 072-294-6440

072-247-9777

072-278-6363

072-242-8005

072-252-0909

072-255-7330

美原区 072-361-5551

長曽根町1585番地１
アソルティ１F

百舌鳥陵南町3丁343

美原北こども園 幼保連携型認定こども園 黒山562-1

なかもずグレイス保育園 小規模保育事業
中百舌鳥町2丁88-1

シェリール1階

百舌鳥こども園 (西園舎)百舌鳥赤畑町5丁707-2幼保連携型認定こども園

特区小規模保育事業 長曽根町1179番18

きらら保育園　もずルーム

すまいる保育園金岡公園

中区

幼保連携型認定こども園

西区

上野芝向ケ丘町4丁24-26

小規模保育事業

小規模保育事業

北区

晴美台1-31-1

事業所内保育事業

事業所内保育事業

小規模保育事業

特区小規模保育事業

日置荘西町1丁7番1号

南野田454-2

津久野町１丁25-1

施設名称

きらら保育園　新金岡ルーム

院内保育所ぞうさん

ゆらら保育園

遊こども園

たんぽぽ保育所　深井園

さかい・つくしこども園

ベルキンダー

アイエンロール保育園

きらら保育園上野芝ルーム

きらら幼保園  ※

晴美台ナーサリー

東区

小規模保育事業

上野芝向ケ丘町4丁24-26

幼保連携型認定こども園

幼保連携型認定こども園

保育所

北瓦町1丁5-14 瓦町ビル2F

南安井町3丁1-1

深井東町2655

深井清水町3905

所在地

堺区
小規模保育事業

施設種別
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休 日 保 育 の制 度 概要  



 

 

休日保育 を希 望する 利用者は 、次 の３つ の手続き を経 て、 別 途、休日 保育 の

利用料を 支払 うこと なく、休 日保 育を利 用するこ とが でき る ようにな り ま す。  

１  堺市 への 手続き  

 (1) 利用 者が 支給認 定申請書 兼利 用 (調整 )申込書又 は現 況届 に 、保育を 希望 す

る曜日と して 「日曜 日」を記 載し、「休日 保育を利 用す る 」に チェック を入

れ、就労 証明 書と併 せて、 区 役所 子育て 支援課 へ 提出 します 。  

  (2) 区 役所 子育て 支援課は 、提 出を受 けた (1)の 書類を 確認 し、「休 日保育 の

利用申込 書」 を利用 者へ交付 しま す 。  

  (3) 利 用者 は、「 休日保育 の利 用申込 書」に必 要事 項を記 載し、区 役所 子育 て

支援課へ 提出 します 。  

  (4) 区 役所 子育て 支援課は 、休 日保育 の必要性 があ る と認 められる 場合 は 、

休日保育 の必 要性の 認定を行 い、 次の書 類を利用 者へ 交付し ます 。  

・   利用者 負担 額決定 通知書（ 保育 必要量 の欄に「 休日 保育」 と記載 ）  

・   休日保 育利 用登録 書  

・   休日保 育連 絡ノー ト  

 ２  休 日保 育の利 用を希望 する 施設へ の 利用前 の登 録手続 き  

  (1) 利 用者 は、利 用者負担 額決 定通知 書と、必 要事 項を記 載した 「 休日 保育

利用登録 書」 及び 「 休日保育 連絡 ノート 」を平日 利用 する施 設 （以下 「平

日園」と いい ます。） に提出し 、休 日保育 の利用を 希望 する 施 設へ利用 登録

を行うこ との 確認を 依頼しま す 。  

  (2) 平 日園 は 、提 出 を 受 けた 書 類を確 認 し、「 休 日保 育 利用 登 録 書 」 と 「 休日

保 育 連 絡 ノー ト 」 の該 当 欄 に 、平 日 園とし て 、 在 園児 に ついて 休 日 保 育の

利 用 登 録 を行 う ことを 確 認 し た旨 の 記載を し 、 利 用者 に 返却し ま す （ これ

を 「 登 録 の確 認 」とい い ま す。）。  

  (3) 利 用者 は、平 日園で確 認を 受けた 「休日保 育利 用登録 書」 と「 休日 保育

連絡ノー ト」 を、初 回利 用希 望日 の１０ 日前まで に、 休日保 育の利用 を希

望する施 設へ 提出し ます 。  

  (4) 休 日保 育実施 施設は、 提出 を受け た (3)の書 類を確 認し 、利用者 と面 談を

行い、利 用者 が休日 保 育実施 施設 の重要 事項等に 同意 をした 場合は、 利用

者として 登録 を行い ます 。  

    休日 保育実 施施設は 、登 録後、 利用者の 「休 日保育 連絡ノー ト」 の該当

欄に、登 録済 みであ る旨の記 載を し、利 用者へ返 却し ます。  

３  各休 日保 育利用 日の利用 手続 き  

  (1) 利 用者 は、利 用希望日 の１ 週間前 までに、利 用登 録をし た休日保 育実 施施

設（以下 「休 日園」 といいま す。） へ利用 の予約を 行い ます。  

  (2) 利 用者 は、利 用の予約 が取 れた 利 用予定日 につ いて、「 休日保育 連絡 ノート」

に、必要 事項 を記載 し、平日 園へ 提出し ます。  

－３－  

休 日 保 育 利用 に 当たっ て の 利 用者 の 手続き  



  (3) 平 日 園 は 、「 休 日 保 育 連 絡 ノ ー ト 」 に 記 載 さ れ た 休 日 保 育 の 利 用 状 況 等 を

確 認 し 、必要 な 場 合は、利 用 者 から 休 日 保育の 利 用 状 況等 に ついて 、聞 き 取

り を 行 い ます 。  

 平 日 園 は、利用 者 につ い て 、認 定 され た 保育 の 必 要 量の 範 囲内で の 休 日 保

育 の 利 用 であ る と認め る 場 合 は、「休 日 保育 連 絡 ノ ート 」の該 当欄 に 、そ の旨

の 確 認 を 行い 、利 用者へ 返 却 し ます（ こ れを「 利 用 日 の確 認 」といい ま す。）。  

  (4) 利 用者 は、平 日園 に利 用日 の確認 を受けた「休日 保育連 絡ノート 」 を、利

用の予約 日か ら１か 月以内 、かつ 、休日保 育の利用 日ま でに 、休 日園に 提 出

します。  

※  利用 の予 約日か ら１か月 を経 過して も、休 日園へ 平日 園に 利用日の 確認

を受けた「休日 保育連 絡ノート 」の提 出がな い場合は 、その 予約に ついて

は、休日 園に おいて キャンセ ル扱 いとな ります。  

 平 日 園 に お ける 何ら か の 事 情に よ り、利用 の 予 約 日か ら １か月 以 内、か

つ 、利 用 日ま で に 、利用 日 の 確 認が で きず 、利 用 者 が「休 日 保 育連絡 ノ ー

ト 」を 休 日 園へ 提 出 でき な い 場 合は 、平 日 園か ら 利 用 予定 の 休日園 へ 連 絡

を 入 れ 、 キャ ン セル扱 い に な らな い よう、 依 頼 し てく だ さい。  

  (5) 休 日園 は、提 出を受け た「休 日保育 連絡ノー ト」に 、平日 園 による 利用 日

の 確 認 が あ る こ と を 確 認 し 、 確 認 し た 旨 の 記 載 を し 、 利 用 者 へ 返 却 し ま す 。 

 休日園 は、「休日 保 育連絡ノ ート 」に記 載 の「休 日保育 の利用 状 況等」をも

とに、利 用日 の職員 体制を整 えま す。  

  (6) 利 用者 は、利 用日当日 、「休 日保 育 連絡ノー ト」に、当 日 の こども の様 子等

やこども の生 活状況 を記載し 、休 日園に 提出し、 休日 保育を 利用 しま す。  

   ※  休 日実施 施設の一 部に おいて は、「 休日保 育連絡 ノ ート」の当 日の こ ども

の様子等 の欄 や こど もの生活 状況 の欄を 使用しな い場 合があ ります。  

 

 

  平日 園に おいて は、在園 児が休 日保 育 を利用す る場 合に、認 定された 保育 の必

要 量 の 範 囲 内 で 休 日 保 育 の 利 用 を し て い る か を 確 認 し て い た だ く こ と と な り ま

す。ご確 認い ただき たい 手続 きは 、次の ２つの確 認と なりま す。  

 

 １  登 録の 確認  

   ３ ペー ジの「 休 日保育利 用に 当たっ ての利用 者の 手続き 」２ (2)の登 録の確 認

をお願い する ことと なります 。  

   登 録の 確認と は、平 日園と して 、在 園児につ いて 、休日 保 育実施施 設 に 対し、

休日保育 の利 用登録 を行うこ とを 確認す ることを いい ます。  

   「利用 者負担 額 決定通知 書」の記載 内 容 の確認 と、「休日 保 育利用登 録書 」と

「休日保 育連 絡ノー ト」の 該当 欄に 、平日 園として 、在園児 につ いて休日 保育

の利用登 録を 行うこ との 確認 の記 載をお 願いしま す。  

確認方法 等は 、次の とおりと なり ます。  

－４－  

平 日 園 に おけ る 確認  



(1) 利用者 負担 額決定 通知書の 確認  

 
 

(2) 休日保 育利 用登録 書の確認 （  表面  ）  

                  
 

 

 

                                

利用者負担額決定通知書 

  年   月   日 

 様 

 

堺市  保健福祉総合センター所長 印  

 
 
次のとおり、利用者負担額を決定したので通知します。 

 

   年度  

保
護
者 

氏 名 ○○ ○○○ 

生 年 月 日 昭和○○年 ○月 ○日 

住 所 堺市堺区○○○○ 

子
ど
も 

氏 名 ○○ ○○ 

生 年 月 日 平成○○年 ○月 ○日 

支給認定証番号 0000000000 保育の必要性の事由 就労 

支給認定区分 ２号認定 保 育 必 要 量  保育標準時間（休日保育） 

支給認定の有効期間 平成○○年○月○日 から 平成○○年○月○日 まで 

利用（調整） 

施 設 等 名 
○○こども園 

適用 

期間 

 ○○年 ○月から 

 ○○年 ○月までのうち 

支給認定を受けている期間 

決 定 内 容  
徴収年齢（※） 階層区分 利用者負担額 

○歳 D1 17,000円 

月の途中に入所（園）した場合 
月途中利用月 利用日数 利用者負担額 

   
 
注意 ※ 徴収年齢とは、特定教育・保育を行った日の属する年度の初日における年齢をいいます。 
 
（教示）  

【利用者負担額（公立施設に係るものに限る。）の決定に関すること】 

  １ この決定に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内の間（この決定があった

日から１年を超えることができません。）に限り、堺市長に対して審査請求をすることができます。 

  ２ この決定に不服がある場合は、この通知書に対する審査請求の裁決を経た場合においてのみ、当該裁決のあったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内の間（当該裁決があった日から１年を超えることができません。）に限

り、堺市（代表者は、市長）を相手方として、この決定の取消しを求める訴えを提起することができます。 

  ３ 前項の規定にかかわらず、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第８条第２項各号のいずれかに該当する

場合においては、審査請求の裁決を経なくても取消しを求める訴えを提起することができます。 

【利用者負担額（公立施設に係るものを除く。）又は支給認定の決定に関すること】 

 １ この決定に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内の間（この決定があった

日から１年を超えることができません。）に限り、堺市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この決定に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内の間（この決定があった

日から１年を超えることができません。）に限り、堺市（代表者は、市長）を相手方として、この決定の取消しを求

める訴えを提起することができます。 

宛先 

区役所連絡先 

－
５

－
 

確 認 ①  認定こども の氏
名に間違 いは ないか 。  

確 認 ②  保育必要量 の欄
に「休日 保育 」の記 載が
あるか。  

確 認 ③  支給認定の
有効期間 が期 間内で
あるか。  
 

 

  休 日 保 育 利 用 登 録 書 

年  月  日 

 

              園長  様 

 

 

 貴施設における休日保育の利用に当たり、次のとおり、登録します。  

 また、次の記載事項及び利用状況について、貴施設が下記の利用子ど  

もの平日利用する施設、堺市等に対して問合せを行い、情報提供を受け  

ることに同意します。  

 なお、休日保育の利用に当たり、虚偽の報告等不適当な利用をしたと  

きは、この登録を取消されても異議を申し立てません。 

 

 

 

保護者 

氏 名 

現住所 

（郵便番号    －    ） 

 

 

電話番号  

（自宅）  

    （    ）  

（緊急連絡先）  

    （    ）  

フリガナ   送

迎

者 

 

氏 名 
 

フリガナ   
     年   月   日生 

4/1 現在   歳  男 ・ 女 
利用こども 

氏 名  

支給認定証番号   支給認定区分   

保育必要量の区分  

※支給認定区分が 2 号又は 3 号の方のみ、記入してくださ

い。 

 

平日利用する施設名称   

健康保険証の種類   記号番号  

休日保育の利用希望日  

※該当する希望日に○をしてください。  
(1) 日曜日 （ 毎週 ・ 月  回程度） (2) 祝日 

休日保育が必要な理由  

※ 該当する理由に○をして

ください。  

※ 理由が(1)又は(2)の労働に

係るものである場合は、勤

務体系についても、記入し

てください。 

父 

(1)  家庭外労働  (2)  家庭内労働 

(3)  疾病  (4)  障害  (5)  介護 

(6)  その他（         ） 

(1)  休日       曜日 

(2)  シフト制 ・ 不定休 

母 

(1)  家庭外労働  (2)  家庭内労働 

(3)  疾病  (4)  障害  (5)  介護 

(6)  その他（         ） 

(1)  休日       曜日 

(2)  シフト制 ・ 不定休 

利

用

こ

ど

も

の

家

庭

状

況 

氏 名 続柄 
生年月日 

年齢・性別 

勤務先、緊急連絡先等  

名称 電話番号 

  
   年    月    日  

(    歳)  男 ・ 女  
  

  
   年    月    日  

(    歳)  男 ・ 女  
  

  
   年    月    日  

(    歳)  男 ・ 女  
  

  
   年    月    日  

(    歳)  男 ・ 女  
  

  
   年    月    日  

(    歳)  男 ・ 女  
  

 

 

 

 

 

※ 利用するこどもと  

送迎者の写真をお願  

いします。 

写真貼

付欄 

【事務処理欄】 

利用区分 休日保育  ・  一時預かり（休日） 

 

（表 面） 
様式第１号（第７条関係） 



（  裏面  ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※１  保護 者の勤 務先が変 更と なった 、平日園 の転 園があ った等の 場合 には、 利用者は 、そ

の都度、 この 休日保 育利用登 録書 を休日 園に提出 し、 登録内 容を変更 する 必要が あり ま

す。その 場合 に、（裏 面）の こ ども の生活 ・健康の 状況 の利用 者記入欄 につ いては 、 その

内容に変 更が ある場 合で、特 に休 日園へ 伝えてお きた いこと がない限 り、 再度記 入する

必要はあ りま せん。  

 ※２  令和 ８年３ 月３１日 以前 から休 日保育の 認 定 を受け る こども で、 既に登 録済みの 施設

がある場 合は 、当該 休日園 へ の再 度の提 出は不要 とし ていま す。その よう な場合 には、

【 平 日 利 用施 設 確認欄 】 の み 記載 い ただき 、利用者 負担額 決 定通知書 と休 日保育 連絡ノ

ートの確 認を お願い します。  

利用者記入欄 

利用者記入欄 

確 認 ④  確認①～③ を確認し てい ただき 、休日保 育の 利用登 録を行う こと が適当 である
と認める とき は、【平 日利用施 設確 認欄】 に、次の 事項 の記入 をお願い しま す。  
 
(1) 利用こ ども の氏名 ・生年月 日  
(2) 確認年 月日  
(3) 施設名  
(4) 園長名  
(5) 電話番 号・ ＦＡＸ 番号  

－６－  

ようほこども園  

○○  ○○  

0 7 2 -×× × -×× ××  0 7 2 -×× × -×× ××  



１　初回の利用希望日までに必要な登録手続き

(1) 堺市から休日保育の認定こどもへ配付する「休日保育利用登録書」と「休日保育連絡ノート」に、

必要事項を記入し、利用者負担額決定通知書とともに、平日利用する施設に提出し、確認を受けて

ください。

(2) 平日利用する施設で確認を受けた「休日保育利用登録書」と「休日保育連絡ノート」を、初回の

利用希望日の１０日前までに休日施設へ提出し、「休日保育連絡ノート」に登録済みであることの

確認を受けてください。

(3) 休日保育の利用を希望する施設において、面談を受けてください。

面談において、休日保育の利用を希望する施設から重要事項等の説明を受け、利用についての

同意を行う場合には、休日施設において、休日保育の利用者として登録されます。

　＊留意事項＊

○　休日保育の利用者が多数にのぼり、１園の登録のみでは、利用できない日が生じる可能性があります。

　　そのため、休日保育の利用者の登録については、複数の施設において、登録を行うことをお勧めします。

　　「休日保育利用登録書」が必要な場合は、各区役所又は休日施設で配付しています。

○　勤務先が変更となった、平日利用する施設を転園した等の場合は、再度、登録手続きを行ってください。

２　各利用日の利用手続き

(1) 利用希望日の１週間前までに、休日施設に対して、予約をしてください。

※　予約状況によっては、利用できない場合があります。

(2) 予約が取れた休日保育の利用予定日について、この「休日保育連絡ノート」の各ページの、

「１　休日保育の利用状況等」に必要事項を記載し、平日利用する施設へ提出した上で、

確認を受けてください。

(3) 確認を受けた休日保育連絡ノートを、利用の予約をした日から１か月以内、かつ、

利用日までに、休日施設へ提出し、確認を受けてください。

※　利用の予約をした日から１か月を経過しても、平日利用する施設の確認を受けた休日保育連絡ノートの

提出ができないときは、休日施設において、その予約については、キャンセル扱いとなります。

(4) 休日保育利用日に、当該利用日のページにおいて、「２　こどもの様子等」の「（家庭・平日施設

でのこどもの様子・連絡事項）」欄を記載し、休日施設へ提出し、休日保育を利用してください。

※　「３　こどもの生活の状況」は利用するこどもが０歳児、１歳児又は２歳児の場合のみ、記載してください。

　＊留意事項＊

○　「１　休日保育の利用状況等」の「平日お休みする日」の記載について

　日曜日に利用する場合は、休日保育利用日の前後１週間の間の日で、必ず平日お休みする日を

指定する必要があります。祝日の利用については、勤務先において、当該祝日勤務に対する代替の

お休みの日が設定される場合は、その日を平日お休みする日として、指定する必要があります。

○　利用日のキャンセル待ち等をしていたところ直前に利用できることとなった、直前に仕事の予定が

　　入った等の事情で、平日利用する施設において、確認を受ける暇がなかった日については、次の

　　利用日までに、必ず、確認を受けてください。

※　次の利用日までに、平日利用する施設の確認がなければ、次の利用については、原則として、休日

　　保育の利用料がかかります。

     休日保育の利用について　

(3) 「休日 保育 連絡ノ ート 」の 確認  

（  表  紙  ）  

  

 

（  表紙 裏面  ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもの氏名

休日保育

連絡ノート

確 認 ⑤  

こ ど も の 名 前 が 記 載 さ

れ て い る か ど う か を 確

認 し て く だ さ い 。  

－
７

－
 

堺  次郎  



こどもの氏名 生年月日

平日利用する施設名 （電話番号）

１． ２． シフト制・不定休等の勤務によりその都度指定

休日保育登録施設

（電話番号）

（電話番号）

（電話番号）

（電話番号）

(注意)　休日保育利用登録を行った施設において、上記※印の欄に確認を受けてください。

保護者の勤務先・緊急連絡先等

【平日施設確認欄】休日保育認定状況

(注意) １　休日保育の利用開始前に、平日利用する施設において、休日保育認定の確認を受けてください。また、

　　　　   勤務先等の変更、平日利用する施設の転園等があった場合は、その都度確認を受けてください。

　 　  ２　休日保育の認定の取消しがあった場合は、平日利用する施設において、取消しの確認を受けてください。

(　　　　　)

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

年　　　月　　　日

年　　　　月　　　　日

施設名 登録年月日 休日施設確認欄　※

年　　　月　　　日

氏名 続柄
電話番号

勤務先等
名称

年　　　月　　　日

平日お休みする曜日 曜日

認定確認年月日

取消確認年月日 年　　　　月　　　　日

その他連絡先
（携帯等）

年　　　月　　　日

（見開き 右ペ ージ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確 認 ⑥  

利 用 者 の 記 入 し た 次 の 事 項 に つ い て 、 誤 り が な い か を 確 認 し

て く だ さ い 。  

(1) こ ど も の 氏 名  

(2) 平 日 利 用 す る 施 設 名 ・ 電 話 番 号  

(3) 平 日 お 休 み す る 曜 日  

(4) 休 日 保 育 登 録 施 設  

 ※  休 日 保 育 の 利 用 者 が 多 数 に の ぼ っ て お り 、 １ 園 の 登 録

の み で は 、 利 用 で き な い 日 が 生 じ る 可 能 性 が あ り ま す 。

そ の た め 、 休 日 保 育 実 施 施 設 へ の 利 用 前 の 登 録 は 、 複 数

の 施 設 で 行 っ て い た だ く こ と を 利 用 者 の 方 に お 勧 め し て

い ま す 。  

(5) 保 護 者 の 勤 務 先 ・ 緊 急 連 絡 先 等  

利用者記入欄 

確 認 ⑦  

確 認 ① ～ ⑥ の 確 認 が 終 了 し た 場 合 は 、【 平 日 施 設 確 認 欄 】 の

認定確認 年月 日に確 認した日 を記 載し、 園長名で 、確 認の

サイン又 は押 印をお 願いしま す。  

 

※１  保 護 者の 勤 務 先が 変更 と なっ た 、 平日 園の 転 園が あ

った 等 の場 合に は 、 その 都 度、 平日 園 に おい て 、利 用

者か ら 利用 者負 担 額 決定 通 知書 の呈 示 を 受け 、 確認 を

お願いし ます 。  

※２  保 護 者の 勤 務 先が 変更 と なり 、 休 日保 育の 必 要性 の

認定 が 取り 消さ れ た 場合 に は、 取消 確 認 年月 日 に、 平

日園 と して その こ と を把 握 した 年月 日 を 記載 し 、園 長

名で、確 認の サイン 又は押印 をお 願いし ます。  

－
８

－
 



２  利用 日の 確認  

   ３ ペ ー ジ の「 休 日保 育 利 用 に 当た っ ての 利 用 者 の 手続 き 」３ (３ )の 利用 日 の

確認をお 願い するこ ととなり ます 。  

   利 用日 の確認 とは、「休日 保育連 絡 ノート 」に 記載さ れた 休日保育 の利 用状況

等を確認 し、認定さ れ た保育の 必要 量の範 囲内での 休日 保育の 利用であ る こ と

を確認し ます 。  

   「休日 保育 連絡 ノート 」の該 当欄 に、利用者が 利用 の予約 をした日 の休 日保

育の利用 状況 につい て、平日 園と して確 認 を行って いる こと の 記載をお 願い し

ます。  

   確 認方 法等は 、次のと おり となり ます。  

 

  (1) 「 休日 保育連 絡ノート 」の 確認  

 

18 19

休日保育利用日
※　利用予約済みの日のみ記入してください。

８：００　　　～　　　１８：００

８　：　３０　～　１７　：　３０

９　：　００　～　１８　：　００

利用希望時間

父の勤務時間

迎えの人 父

休日保育利用施設名 さかいこども園

迎え予定時間 18:00

20

１　休日保育の利用状況等

３　こどもの生活の状況　※　利用するこどもが０～２歳児の場合のみ、下記にご記入ください。

（注意）　１　※１の平日施設確認欄には、平日利用する施設において、記載内容の確認を受けてください。

母の勤務時間

　　　　４　月　９日　（　火　）平日お休みする日

（確認日）　　　　月　　　　日
【休日施設確認欄】※２

２　こどもの様子等

（家庭・平日施設でのこどもの様子・連絡事項） （休日施設でのこどもの様子・連絡事項）

　　　　　２　１の確認を受けた後、休日保育利用予約後１か月以内、かつ、休日保育の利用までに、このノートを

　　　　　　　休日利用する施設に呈示し、※２の休日施設確認欄に、確認を受けてください。

　職氏名 ㊞

　　　　　　４　月　７　日　（　日　・　祝　（　　　））

一

日

の

生

活

（確認日）　　３　月　１５　日

　職氏名　　　　担任　○○　○○ ㊞

体温 ℃　　 健康状態

【平日施設確認欄】※１

1 2 3 4 2122 23

ミ  …ミルク♨　…入浴    …食事
記

入

例

小…トイレ成功 大…トイレ成功

(

量
・
内
容
）

夕
食

(

量
・
内
容
）

朝
食

      …おやつ

家庭 園

小 … 小便 大 … 大便 ×-× …睡眠

24 10 116 7 8 95 1712 13 14 15 16

利用者記入欄  

－９－  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  手 続 の変 更 につい て  

Ｑ１  な ぜ、 平日園 の確認が 必要 な手続 きに変更 する のです か。  

 

Ａ１  休 日保 育は、平 成２７年 度か ら、認定 された保 育必 要量の 範囲内の 利用 であ

れば、別 途、 休日保 育の利用 料を 支払わ ずに利用 でき るよう になりま した 。  

   こ の制 度改正 や働き方 の多 様化等 も相まっ て、利 用者 は 増加の一 途を たど っ

ています 。  

中には、認定さ れた 保 育必要量 を超 えて、利 用してい る方 等 も一 部見受け ら

確 認 ①  

利 用 者 の 記 入 し た 次 の 事 項 に つ い て 、 確 認 し て く だ さ い 。  

(1) 休 日 保 育 利 用 日  

(2) 休 日 保 育 利 用 施 設 名  

(3) 利 用 希 望 時 間  

 ※ １  父 母 と も に 、 就 労 等 で 、 保 育 が で き な い 状 態 に あ る こ と を 確 認 し て く だ

さ い 。  

 ※ ２  平 日 で 確 認 し て い た だ い て い る 勤 務 時 間 と 相 違 が あ る 場 合 は 、 確 認 を お

願 い し ま す 。  

(4) 平 日 お 休 み す る 日  

 ※ １  記 入 日 に つ い て は 、 原 則 と し て 、 休 ん で い た だ く こ と に な り ま す 。  

 ※ ２  休 日 保 育 利 用 日 が 日 曜 日 の 場 合 は 、 休 日 保 育 利 用 日 の 前 後 １ 週 間 の 間 の

日 で 、 平 日 休 む 日 を 設 定 し て い た だ き ま す 。  

    休 日 保 育 利 用 日 が 祝 日 の 場 合 は 、 保 護 者 の 勤 務 先 に お い て 、 当 該 祝 日 勤

務 に 対 す る 代 替 の 休 み の 日 が 設 定 さ れ る 場 合 は 、 そ の 日 を 平 日 お 休 み す る

日 と し て 、 指 定 し て い た だ き ま す 。  

 

確 認 ②  

確 認 ① の 確 認 が 終 了 し 、 認 定 さ れ た 保 育 必 要 量 の 範 囲 内 で の 利 用 で あ る こ と

が 確 認 で き た 場 合 は 、【 平 日 施 設 確 認 欄 】 の 確認日に 確認 した日 を記載し 、

確認した 職員 の職氏 名のサイ ン又 は押印 をお願い しま す。  

 

※  確認 する 職員は 、利用者の 利用 状況を 管理でき る方 を充て てくださ い。 

－１０－  

休 日 保 育 Ｑ＆ Ａ （平日 園 ・ 休 日園 共 有）  



れるよう にな りまし た。  

そのため 、利用 こど も の健康上 の観 点や、他 の利用者 との 公平性 の観点等 か

ら 、 適 正 な 利 用 を 促 す た め 、 平 日 園 で の 確 認 を お 願 い す る こ と と な り ま し た 。 

   ま た、休日 保育 で、利 用こど もに 事故 が生じた 場合 、平 日園 の管理の 下で の

休日保育 の利 用であ れば、利 用者 が平日 園 で加入す るス ポーツ 振興セン ター の

災害共済 給付 が適用 できる 可 能性 があり ます。  

   ス ポー ツ振興 センター の災 害共済 給付は、利用者 が複 数 の施設で 加入 するこ

とが認め られ ておら ず、休日 園で 別途加 入するこ とが できま せん。  

   ご 協力 をお願 いいたし ます 。  

 

２  休 日 保育 の 必要性 に つ い て  

Ｑ２  休 日保 育の必 要性は、 どの ような 場合に認 定さ れるの ですか。  

 

Ａ２  堺 市に おいて、常態的に 、日曜 日の保 育の必要 性が あると 判断され た場 合 と

なります 。  

 

Ｑ３  市 から 平日園 に送付さ れる 文書で、利用者が 休日 保育の 必要性の 認定 を受け

ているこ とが 確認で きる書類 はあ ります か。  

 

Ａ３  各 区の 子育て 支援課か ら送 付され る「保育施 設等利 用（ 調整）児童 通知リ ス

ト」の保 育必 要量の 欄に「休 日保 育」と 記載され ます 。  

   こ のリ ストは 、保護者へ 利用 者負担 額決定通 知書 が送付 される際 に、平 日園

に対し、 内容 に変更 が生じた こど ものみ 送付され ます 。  

 

Ｑ４  利 用者 の勤務 先 、勤務 条件 等 が変更 し、休日 保育の 必要が なくなっ たこ とが

分かった 場合 は、ど う 対応す れば よい で すか。  

 

Ａ４  利 用者 に対し 、休日保 育は 利用で きない旨 をお 伝えし てくださ い。  

   突 発的 な事情 により休 日保 育の 利 用が必要 とな った場 合は、一 時預か り（ 一

時保育） での 利用を ご案内く ださ い。  

   ※  堺 市が行 う休日保 育の 必要性 の認定の 取消 は、利 用 者からの 勤務 先の変

更の届出 があ るまで 、行うこと がで きませ ん。そ のため 、現 況届 等の提出

のタイミ ング での取 消となり ます 。  

 

Ｑ５  幼 稚園 (1 号 認 定 )に通っ ている ので すが、休 日保 育は利 用できま すか 。 新  

2 号認定を 受け たら利 用可能で すか 。  

 

Ａ５  新 2 号 は無 償 化のため の認 定なの で幼稚園 に通 ってい る方は認 定と しては  

 1 号にな りま す。1 号認定は 休日 保育の 要件にな らな いので 、 2 号認定 を受 けな  
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いと休日 保育 は利用 できませ ん。 休日保 育が必要 な場 合は、 有料にな りま すが  

休日一時 預か りの利 用となり ます 。  

 

３  利 用 日の 確 認につ い て  

Ｑ６  平 日お 休みす る日とし て、利 用者が 指定した 日は、平日園 にとって 出席 して

ほしい事 情が ある場 合でも、 休ん でもら わなけれ ばい けませ んか。  

 

Ａ６  平 日園 にとっ て、出席し てほし い事 情がある 場合 には、平 日園の判 断で、利

用者に出 席を 求める ことは差 し支 えない こととし ます 。  

 

Ｑ７  利 用者 から、予 約を行っ た休 日保育 利用日に つい て、キャ ンセルを 行っ たた

め、平日 お休 みする 日 として指 定し た日に 登園した い旨 の申出 があった 場合 は、

登園を認 めて もよい ですか。  

 

Ａ７  予 約の キャン セル等が 頻繁 にある と、休日園 におけ る職 員配置に 影響 が及ん

だり、利用 したい 利用 者が利用 でき なくな ったりす るた め、原則 としては 、予

約を行っ た休 日保育 利用日 に 対す る平日 お休みを する 日 につ いては、休ん でい

ただくこ とと なりま す。  

   し かし 、次の 場合は、 登園 を許可 すること がで きます 。  

  １  休日 保育利 用日の１ 週間 前まで にキャン セル の連絡 を行って いる こと。  

  ２  利用 こども が風邪を 引き 休日保 育を利用 でき なくな った、休 日のお 仕事 が

雨、台 風等で なく なり 利用が不 要に なった 等で、その代 わり とし て、平 日に

出勤する 必要 が生じ た等やむ を得 ない事 情がある こと 。  

  ３  その 他平日 園が登園 を認 める事 情がある と認 めると き。  

  ※  １の キャン セルを行 った 日の確 認につい ては、休日 園 が１週間 前ま でにキ

ャンセル を受 けたこ とを「休 日保育 連絡 ノ ート 」の 該当日 のペ ー ジ に記載 で

きる機会 があ れば 、記 載してい ただ きます 。記載がな いと きは 、休 日園へお

問い合わ せい ただき 、確認を お願 いしま す。  

 

Ｑ８  休 日保 育の利 用後に、「休 日保 育連 絡ノート 」の提出 があ り、確認の 依頼を 受

けた場合 は、 確認を 行う必要 はあ ります か。  

 

Ａ８  原 則と して、 利用日の 確認 は、利 用前に行 って いただ くことと なり ます。  

   し かし 、次の 場合には 、利 用日の 確認が事 後に なる場 合があり ます 。  

  １  利用 のキャ ンセル待 ちを してい て、利用 日直前 に利 用 ができる こと となっ

た場合。  

  ２  直前 に仕事 の予定が 入り 、平日 園の確認 をう ける暇 がなかっ た場 合  

   上 記の ような 事情があ る場 合には 、休日園に おい て、「 休 日保育連 絡ノ ート」

に、利 用者に 対し、「事 後に平日 園の 確認を 受けるこ と 」等が 記載 されます ので、
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確認を行 って くださ い。  

  ※  利用 者は、次 回の休日 保育 利用日 までに、平日園 の利 用 日の確認 がな けれ

ば、次 の休日 保育 利用 日の利用 につ いて 、別 途、休 日保育 利用 料を 支払って

いただく こと になり ます 。  

 

Ｑ９  日 曜日 の代休 を平日で はな く祝日 に取るの は可 能です か。  

 

Ａ９  日 曜日 の代休 は平日と なっ ていま すので祝 日は 対象外 です 。  

 

Q１０  年 末年 始、 休 日保育 を利 用し たら 、平日 で休 みを 取ら なくて はい けな い の

ですか。  

 

A１０  年 末年 始 に出 勤し た代 わり に どこ かに 休み があ れ ば、 そこ を代 休と し て取

ってもら うこ とにな りますが 、代休 がな い 場合はそ のか ぎりで はありま せん。 

 ただし 、年 末年始 の日曜日 は別 で 、平 日の代休 が必 要にな ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

４  そ の 他  

Ｑ１２  「休日 保育 連 絡ノート 」を忘 れて、休日保育 を利 用した 場合は、どのよ う  

  な対 応と なりま すか。  

 

Ａ１２  「 休日保 育連 絡ノート」を忘れ てき た利用者 につ いては、休日園か ら休 日  

保育の利 用が あった 旨の連絡 が入 ります 。  

    この ような 連絡があ った 場合で 、まだ当該 利用 日につ いて、「休日 保育連 絡  

  ノー ト」に利 用日 の確認を 行っ ていな いときは 、利 用者 に「 休日保育 連絡 ノ  

ート」の 提出 を求め 、確認を 行っ てくだ さい。  

 

Q１３  堺市の こど も 園に通っ てお り休日 保育の認 定を 受け利 用してい まし たが、  

 他市の 方へ 転出す ることに なり ました 。ただ 他 市で の入園 が決まる まで 広  

域利用で 引き 続き堺 市の園に 通園 します が、休日 保育 も利用 できます か。  

 また利 用可 能な場 合 、給付 費は どうな りますか 。  

 

 

Q１１  通園し てい る 園が 1 月 4 日まで 休 みになる ため 登録し ている休 日園 に休日  

保育を申 し込 んだら 、休日園は 1 月 4 日 から通常 保育 のため 休日保育 は受 け  

られない と言 われま した。 保 育が 必要な のですが どう すれば よいです か。  

 

A１１  有 料にな りま すが一時 保育 をご利 用くださ い  
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A１３  基 本は 堺 市に 住民 票が ある 人 の利 用に なり ます が 、他 市が 休日 保育 の 認定

を行い認 定を 受ける ことがで きれ ば利用 は可能で す。  

    その 時の給 付費は他 市で はなく 堺市が払 うこ とにな りますの で、休 日保 育

実施施設 に提 出して いただく「休 日保 育加 算実施報 告書 」の 人数 の中に 、入

れていた だく ことに なります 。  

 

Q１４  堺 市に 住所 が ありま すが 、平 日通 ってい る園 は大 阪市 の園に なり ます が休

日保育を 堺市 内の園 で利用で きま すか。  

 

A１４  大 阪市 で 通っ てい る園 が堺 市 での 休日 保育 利用 の ルー ル（ 平日 の代 休 や連

絡ノート 記入 等 ）を 了承して もら えるの なら利用 は可 能です 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺 市  子 ども 青 少年局  子 育 て支 援 部  

幼 保 政 策 課  給 付係   

TEL 072-228-7173 

制 度 に つ いて の 問合せ 先  
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（裏面に続きます。）

＊留意事項＊

○ 日曜日に利用する場合は、休日保育利用日の前後１週間の間の日で、必ず平日お休みする日を指定する

必要があります。祝日の利用については、勤務先において、当該祝日勤務に対する代替のお休みの日が

設定される場合は、その日を平日お休みする日として、指定する必要があります。

○ 利用日のキャンセル待ち等をしていたところ直前に利用できることとなった、直前に仕事の予定が入っ

た等の事情で、平日利用する施設において、確認を受ける暇がなかった日については、次の利用日まで

に、必ず、確認を受けてください。

※ 次の利用日までに、平日利用する施設の確認がなければ、次の利用については、原則として、休日保育

の利用料がかかります。

利用者負担額決定通知書の保育必要量欄に休日保育の記載があるこどもについては、休日保育の必要性が

認定されましたので、以下の手続きで、裏面の休日保育実施施設（以下、「休日施設」といいます。）にお

いて、休日保育の利用が可能です。

休日保育実施日

日曜日、祝日、年末年始（１月１日～３日を除く。）

※ 上記日程であっても、各休日施設において、行事、年末年始の設定日等により休日とならない日があります

ので、ご利用の際は、施設へ直接お問い合わせください。

開園時間

施設へ直接お問い合わせください。

休日保育の利用のご案内

利用手続き

１ 初回の利用希望日までに必要な登録手続き

(1) 堺市から休日保育の認定こどもへ配付する「休日保育利用登録書」と「休日保育連絡ノート」に、必要事項を

記入し、利用者負担額決定通知書とともに、平日利用する施設に提出し、確認を受けてください。

(2) 平日利用する施設で確認を受けた「休日保育利用登録書」と「休日保育連絡ノート」を、初回の利用希望日の

１０日前までに休日施設へ提出し、「休日保育連絡ノート」に登録済みであることの確認を受けてください。
※ 休日施設において、利用者としての登録を受けるためには、面談を受け、各休日施設の重要事項等について、同意をする必要が

あります。

＊留意事項＊

○ 休日保育の利用者が多数にのぼり、１園の登録のみでは、利用できない日が生じる可能性があります。

そのため、休日保育の利用者の登録については、複数の施設において登録を行うことをお勧めします。

「休日保育利用登録書」が必要な場合は、各区役所又は休日施設で配付しています。

○ 勤務先が変更となった、平日利用する施設を転園した等の場合は、再度登録手続きを行ってください。

２ 各休日保育利用日の利用手続き

(1) 利用希望日の１週間前までに、休日施設に、利用の予約をしてください。

※ 予約状況によっては、利用できない場合があります。

(2) 利用の予約が取れた休日保育の利用予定日について、「休日保育連絡ノート」に、休日保育利用施設、

休日保育を利用する日に替わり平日にお休みする日等の利用状況等を記入し、平日利用する施設へ

提出した上で、確認を受けてください。

(3) 平日利用する施設で確認を受けた「休日保育連絡ノート」を、利用予約をした日から１か月以内かつ、

利用日までに、休日施設へ提出し、確認を受けてください。

※ 利用の予約をした日から１か月を経過しても、平日利用する施設の確認済みの休日保育連絡ノートの

提出がないときは、休日施設において、その予約については、キャンセル扱いとなります。

(4) 休日保育利用日に、「休日保育連絡ノート」の当該利用日のページにおいて、当日の家庭での様子等を

記入し、休日施設へ提出した上で、休日保育を利用してください。



 

電話番号

072-227-2907

072-221-7030

072-278-8055

072-281-0888

072-247-4730

072-289-1100

072-271-5161

072-27９-6677

072-275-7777

南区 072-294-6440

072-247-9777

072-278-6363

072-242-8005

072-252-0909

072-255-7330

美原区 072-361-5551

注　定員は、その日に利用するこどもの年齢構成により変動しますので、施設へ直接お問合せください。

※　きらら幼保園は３歳以上児の受入れ施設であり、休日保育は２歳以上児より受入れ可能です。

長曽根町1585番地１
アソルティ１F

百舌鳥陵南町3丁343

美原北こども園 幼保連携型認定こども園 黒山562-1

なかもずグレイス保育園 小規模保育事業
中百舌鳥町2丁88-1

シェリール1階

百舌鳥こども園 (西園舎)百舌鳥赤畑町5丁707-2幼保連携型認定こども園

特区小規模保育事業 長曽根町1179番18

きらら保育園　もずルーム

すまいる保育園金岡公園

中区

幼保連携型認定こども園

西区

上野芝向ケ丘町4丁24-26

小規模保育事業

小規模保育事業

北区

晴美台1-31-1

事業所内保育事業

事業所内保育事業

小規模保育事業

特区小規模保育事業

日置荘西町1丁7番1号

南野田454-2

津久野町１丁25-1

施設名称

きらら保育園　新金岡ルーム

院内保育所ぞうさん

ゆらら保育園

遊こども園

たんぽぽ保育所　深井園

さかい・つくしこども園

ベルキンダー

アイエンロール保育園

きらら保育園上野芝ルーム

きらら幼保園  ※

晴美台ナーサリー

東区

小規模保育事業

上野芝向ケ丘町4丁24-26

幼保連携型認定こども園

幼保連携型認定こども園

保育所

北瓦町1丁5-14 瓦町ビル2F

南安井町3丁1-1

深井東町2655

深井清水町3905

所在地

堺区
小規模保育事業

施設種別

休日保育実施施設

制度に関する問合せ先

堺市 子ども青少年局 子育て支援部

幼保政策課 給付係

TEL 072-228-7173


